
＊利用料

月２回を限度として居宅療養管理指導を請求させていただきます。

介護報酬告示上の額に書く利用者の負担割合を乗じた額とします。表記は１割負担の場合です。

515円

487円

446円

＊事故発生時の対応

　居宅療養管理指導のサービスの提供にあたって、事故が発生した場合には速やかに家族に連絡を行う

　とともに、必要な措置を講じます。

＊秘密保持

　・居宅療養管理指導を実施するにあたって知り得た利用者・家族の秘密を、正当な理由なく第三者に

　漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、契約が終了した後においても継続します。

　事業者は、従事者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者である期間

　及び従事者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を従事者との雇用契約の内容とし

　ます。

＊相談・苦情処理

　居宅療養管理指導に関する相談や苦情があれば、次の窓口で対応いたします。

相談窓口

担当 外来主任

ご利用時間 9：00　～　17：00

連絡先 TEL　096-354-5885

管理者 田上　貴一

TEL：096-354-5885　　FAX：096-354-5859

熊本県熊本市中央区南千反畑町１０－３

4310125804

連絡先

田上心臓リハビリテーション病院

居宅療養管理指導　運営規定の概要

所在地

事業所名

事業所番号

松下　祐子

㈢㈠及び㈡以外の場合

㈡単一建物居住者2～9人に対して行う場合

㈠単一建物居住者1人に対して行う場合

実施時間

勤務体制

居宅療養管理指導（１）

常勤　２名

なお、居宅介護支援事業者への情報提供については、随時行います。

通常の場合、訪問診療や往診時に行います。


